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帝京科学大学における公的研究費の不正防止計画 

 

   

 

 帝京科学大学は、公的研究費の適正な管理・運営のために、「研究機関における公

的研究費の管理・監査のガイドラ イン（実施基準）」（文部科学省 平成１９年２月

１５日制定、令和３年２月１日改正）（以下「ガイドライン」という）及び「帝京科

学大学における公的研究費の管理・監査に関する規程」（以下「管理・監査規程」と

いう）に基づき、次のとおり不正防止計画を定める。  

 

１．機関内の責任体系の明確化 

項目 不正発生につながる要因（リスク） 不正防止計画 

責任体系 ・公的研究費の運営・管理に関す

る責任者と権限が明確ではない。 

・最高管理責任者（学長）は不正

防止に関する基本方針を策定・周

知する。 

・総括管理責任者（学長補佐）を

始め、各コンプライアンス推進責

任者・副責任者（学部長・学科

長・センター長）、事務管理責任者

（会計課長）は、「管理・監査規

程」に各責任者の職名・責務が定

められていること、ホームページ

にて職名が公表されていることを

確認し、その職責を自覚する。 

・総括管理責任者は、年度当初に

研究推進委員会を開催し、責任体

系を確認する。 

・担当部署（会計課経理係、総務

課研究支援係）は、科学研究費助

成事業応募説明会において、コン

プライアンス教育を実施するとと

もに、説明会資料を各教職員に周

知する。 

・コンプライアンス推進責任者・

副責任者は、学科会議等において

コンプライアンス教育等を実施す

る。 
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監事の役

割 

監事に求められる役割が不明確 ・監事は、不正防止に関する内部

統制の整備・運用状況及び不正防

止計画の適切な実施状況等につい

て確認し、研究推進委員会に定期

的に報告し、意見を述べる。 

 

２．適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 

項目 不正発生につながる要因(リスク） 不正防止計画 

コンプラ

イアンス

教育・啓

発活動の

実施（関

係者の意

識の向上

と浸透） 

・コンプライアンス教育や啓発活

動が定期的に実施されていない、

又は形骸化しており、意識向上の

機会が十分提供されていない。 

・コンプライアンスについての研

究者等の認識が不足している。 

・総括管理責任者はコンプライア

ンス教育・啓発活動に関する実施

計画を策定する。 

・科学研究費助成事業公募説明会

をコンプライアンス教育の場と

し、具体的な事例、不正事案が発

生した場合の手続き、ペナルティ

などを説明する。また、アンケー

トの実施により理解度を把握し、

理解不足者に対しては個別の説明

を行う。 

・上記説明会資料を学内ポータル

サイトに掲載し、研究者等に共有

する。 

・「帝京科学大学研究倫理規準」及

び「公的研究費の使用に関する行

動規範」の周知による意識の向上

と浸透を図り、不正を起こさせな

い組織風土の形成を目指す。 

・公的研究費の運営・管理に関わ

る全ての研究者等は誓約書を提出

する。 

ルールの

明確化・

統一化 

・公的研究費の使用ルールや学内

諸手続等についての認識の甘さ、

どのような行為が不正に当たるの

かの理解ができていない。 

 

 

 

公的研究費の使用ルールや諸手続

き、関連規程等について毎年必要

に応じて見直しを行い、学内ホー

ムページで周知する。 
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告発等の

取扱い、

調査・懲

戒に関す

る規程の

整備・運

用の透明 

化 

・関連規程の内容について学内に

十分周知されていない。 

ホームページ掲載情報を定期的に

確認するとともに、学内ホームペ

ージ内で関係規程を周知する。 

 

３ 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の制定・実施 

項目 不正発生につながる要因(リスク） 不正防止計画 

不正防止

計画の推

進を担当

する者又

は部署の 

設置 

・不正防止計画の推進を担当する

部署が周知されず、責任体系が曖

昧である。 

・学内に不正防止計画推進部署

（会計課：経理係、東京西事務

室：管理係）の周知を徹底する。 

・不正防止計画推進部署の体制を

強化する。 

不正を発

生させる

要因の把

握と不正

防止計画

の策定及

び実施 

・不正を発生させる要因を十分に

把握していない。 

・文部科学省等からの情報提供や

他の研究機関における不正事例を

参考にしつつ、不断の見直しを行

う。 

・不正防止計画推進部署と監査

室、監事との連携を強化し、必要

に応じて内部監査によって明らか

となった不正発生につながる要因

を不正防止計画へ反映させる。 

 

４ 研究費の適正な運営・管理活動 

項目 不正発生につながる要因(リスク） 不正防止計画 

適正な研

究費の執

行管理 

計画に沿った研究費執行ができて

いない。 

・予算執行管理システムによる研

究者自身による予算管理を行う。 

・担当部署は、定期的に予算執行

状況を確認し、当初計画に比較し

て著しく遅れている場合は、執行

を促す。 

問題があれば、研究者と改善策を

講じ、当該コンプライアンス推進
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責任者・副責任者に適宜報告す

る。 

取引業者

との癒着

防止 

研究者と取引業者との関係が緊密

化し、不正な取引が行われる懸念

がある。 

・一定の取引実績のある業者に対

しては関連ルールの周知を図る。 

・不正に関与しない旨の「誓約

書」の提出を求め、確認する。 

旅費の執

行管理 

出張の事実確認が適切に行われて

いない。 

出張報告書の提出を必須としてい

る。航空機利用の場合は領収書及

び半券、宿泊を伴う場合は宿泊証

明書を提出する。 

謝金の管

理 

研究者が雇用したアルバイト等の

勤務管理が適切に行われていな

い。 

事務局による作業従事者との面談

を行う。アルバイトの事実確認の

ため、ヒアリングを行う。 

 

５ 情報発信・共有化の推進 

項目  不正発生につながる要因(リスク) 不正防止計画 

相談窓口

の設置と

ホームペ

ージ等に

よる公表 

 

・行動規範や使用ルール等に関す

る情報がわかりやすく周知されて

いない。 

・不正を発見した者が通報窓口を

知らない。 

・公的研究費の不正防止に係る関

連規程・方針、学内外からの相

談・通報窓口や利用方法等につい

て、ホームページにより学内外に

わかりやすく公表し、周知を図

る。 

 

６ モニタリングの在り方 

項目 

  

不正発生につながる要因(リスク） 不正防止計画 

内部監査

の実施 

 

 

形式的・形骸化したモニタリング

が行われている。 

・監査室は、毎年度実施計画を定

め、監事及び会計監査人と密接な

連携を図り、定期的な監査を実施

する。また、必要に応じて臨時監

査を実施する。 

・他大学の不正事案等を参考にあ

らかじめ不正が発生する要因を把

握してモニタリング対象を決め

る。 

・監査結果は、コンプライアンス

教育及び啓発活動に活用するため
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学内に周知するとともに、問題点

等を確認した場合は、最高管理責

任者（学長）に対して必要な措置

を講じるよう求める。 

 

 

 

 

 


